
   備品借用(貸出)申請書・誓約同意書 

西原村社会福祉協議会 様 
 

西原村社会福祉協議会備品及びレクリエーション用具等貸出に関する要項第６条第１項の規定により次のとおり申請します。 

貸 出 備 品 一 覧 

備品名 個数 備品名 個数 備品名 個数 

かんたんテント 15  トランシーバー 10  グランドゴルフセット(外) 1  

集会用テント 6  刈払機 2  グランドゴルフセット(内) 1  

簡易テント 1  寸胴鍋（ 長・短 ） 1  ゲートボールセット 1  

プロジェクター 1  綿菓子機（電動式） 2  輪投げセット 1  

スクリーン 100 インチ 1  かき氷機（電動式） 1  ペタンク(内) 1  

スクリーン 60 インチ 1  とうもろこし機(ガス式) 1  ペタンク(内) 1  

音響セット 

(アンプ･マイク･スピーカー) 
1  

ＢＢＱセット 

（網・鉄板付） 
2  チャレンジゴルフ 1  

移動式炊飯器 

【150 食・300 食】 
1  

鉄板（30～60 名）

【 大・小 】 
1  

ガスコンロ 

（ 大・小 ） 
1  

マイクスタンド 1  投光器 3  ラダーゲッター 1  

蒸し器 3  3ＷＡＹ三折テーブル(外) 2  ビーンボーリング 1  

クーラーボックス 50Ｌ 3  長テーブル(外) 22  ミニボーリング 1  

クーラーボックス 80Ｌ 2  丸椅子(外) 30  輪ゴム射的 1  

ステンテスキーパー15Ｌ 2  ミニ長テーブル(内) 25  ルーレットゴルフ 1  

フライヤー（ガス式） 2  ミニ折畳椅子(内) 50  フラワー玉入れ 1  

発電 2.0kVA(STANDARD) 1  ＡＥＤ 1  高齢者疑似体験セット 4  

発電機

0.9kVA(INVERTER) 
2  ブルーシート 2  訓練用消火器 5  

発電機

5.5kVA(INVERTER) 
1  仮装衣装   スロープ 1  

コンセントドラム 3  ＭＤ・ＣＤデッキ 1     

紅白幕   ＤＶＤプレイヤー 1     

※かんたんテント(D3.0m×W6.0m×H2.2m)、集会用テント(D3.5m×W5.3m×H2.3m 

 

 

 

 

 

【重要】申請（許可）にあたっては、裏面記載の「備品借用(貸出)に関する誓約事項」全てに同意が必要です。 

申請日     年    月    日 

団体名  

※団体で申請する場合は団体名記入。代表者連絡先【会社・個人】：    －    － 

氏名 

(申請者・ 

使用責任者) 

 

住所 

(申請者・ 

使用責任者) 

西原村 

使用目的 □地域関連 □企業関連 □学校関連 □行政関連 □その他（           ） 

行事名 【※使用場所：                】 

貸出日    年  月   日【  曜日】 返却日 年  月  日【   曜日】 

借用期間 月   日【  曜日】  時  分 ～  月  日【  曜日】  時   分 

局 長 次 長 管理者 係 受付者 貸出担当者 返却確認者 

  

 

 

     

 

社協記入欄 
 

申請受付番号 
 

     号 

様式第１号(第６条関係) 



 

 
 

 

備品借用(貸出)許可証・誓約同意書 
下記の誓約事項、全てに同意(☑)し署名が必要です。 

 

各種備品・資機材は、村民の皆様より寄付していただいた物、購入費の一部を貴重 

な浄財（社協会費、赤い羽根共同募金配分金）で購入させていただいたものです。 

★必ず貸出要項・誓約事項を厳守し大切に使用してください。 

 

「備品借用(貸出)に関する誓約事項」 
 

□借用した備品等は、細心の注意を払い大切に使用します。 

□備品は、許可を受けた使用目的以外に使用しません。 

□営利目的や個人的な用途には使用しません。 

□備品を第三者へ転貸しません。 

□備品を返却するときは、キレイに清掃を行い、次に使用する方に迷惑がかからないよう必 

ず期限までに返却します。 

□備品は適正に管理し、故障、事故等が生じた場合、又は、不具合があった場合は速やか 

に報告します。 

□使用中に過失等により備品を故障させたり、破損、紛失等した場合は、使用者の責任に 

おいて修理等の実費を負担・弁償します。 

□借用申請中の備品が故障や破損、または災害等やむを得ない事情で、急遽貸し出しが 

できない状況となった場合は許可の取り消しを受けることを了承します。 

□貸し出しの取り消しにより生じた使用者側の損害等については賠償を求めません。 

□備品の利用中に発生した事故に対する損害賠償等、その他一切の責任は、すべて使用

者が負うものとします。 

□備品の借受け・返却は、他の事業に支障がないよう下記の貸出可能時間帯を守ります。 

（貸出可能時間帯） 原則として平日の午前８時３０分から午後５時３０分まで。 

□借用申請の変更又は許可の取消しを受けようとするときは、速やかに申し出ます。 

   

□申請の際に提示した私の個人情報を、備品借用(貸出)業務に使用することに同意します。 
 

★上記の備品借用(貸出)に関する誓約事項に同意します。 署名                ※必須 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

西原村社会福祉協議会 電話０９６－２７９－４１４１ （Fxa096-279-4388） 
 

様式第２号(第７条関係) 

 

備品借用(貸出)許可証 
 

                 様 
 

西原村社会福祉協議会備品及びレクリエーション用具等貸出に関する要項第７ 

条の規定及び、備品借用(貸出)申請書の内容並びに備品借用(貸出)に関する誓約 

事項を遵守することを条件として借用(貸出)を許可します。 
 

令和   年   月   日 
 

社会福祉法人西原村社会福祉協議会長 日 置 和 彦  ㊞ 


